
令和２年度精華町総合教育会議における書面表決の結果について 

 

１．日時 

   令和２年４月２８日（火） 

 

２．書面表決の実施理由 

令和２年度第１回精華町総合教育会議の開催について、令和２年４月２８日付けで

開催を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、４月１６日付けで

全都道府県を対象とした緊急事態宣言が発出され、京都府を含む１３都道府県が特定

計画都道府県に指定されたことに鑑みて、対面での会議の開催を中止し、書面による

表決を実施することとした。 

 

３．書面表決者 

  精華町総合教育会議構成員のうち町長を除く５名 

  ・教育長 川村 智 

  ・教育長職務代理者 松本 秀男 

  ・教育委員 新司 英子 

  ・教育委員 岡島 純子 

  ・教育委員 松下 良明 

 

４．議事 

  「精華町教育大綱（案）」について 

 

５．議事結果 

  全員の同意により、原案可決 

  意見等については、特になし 


